
 
 

【ケース①】新型コロナウイルス感染症が疑われる症状が出た場合 
 
 

START 
以下のいずれかの症状が

ある。 
発熱、せき、のどの痛

み、息苦しさ、倦怠感、

頭痛、腹痛、下痢、吐き

気、味覚障害、嗅覚障害 

自治体の相談窓口又は帰国者・接触者相談センターに電話

で相談し、必要に応じて医療機関を受診の上、医師などの

指示に従ってください。 

（神戸市健康相談窓口）電話：078-322-6250(神戸市在住) 

（帰国者・接触者相談センター）(市外在住) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ken

kou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html 

通常通り、登校（オンライン授業含む）し

てください。 

感染予防対策を徹底し、「新しい生活様式」

を心がけてください。（マニュアル P.5） 

・マスク着用 

・手洗い等の感染予防 

・通学時の感染予防 

自宅で、経過観察し、症状に応じて、

左記相談窓口に相談してください。 

いいえ 

いいえ 

はい 

 

下記 a～b のいずれかに該当する。 
a. 同居の家族が感染した又は感染の疑いがある場合 

b. 保健所の調査により学生又は同居の家族が感染者との「濃厚接

触者」に指定された場合 

 

はい 
 

 
 

はい いいえ 

速やかに、事務局経営企画グループ総務人事班に報告してください。 

【メール】soumu@office.kobe-cufs.ac.jp 

【電話】078-794-8121（平日：8:30～17:15） 

別紙「感染者等質問項目表」に入力し、メール送信してください。 

※受検の結果についても、同様に総務人事班に報告してください。 

いいえ 

はい 

・医師等の診断に従い登校してください 

・医師の受診をせず、経過観察中に薬剤

を内服しない状態で体調が完全に回復し

た場合は、以下の条件を満たしてから、

登校してください。 

（オンライン授業のみの場合を除く） 

・少なくとも３日間、解熱剤の使用なく

発熱がない。 

・咳や息切れなどの発熱以外の症状も既

に改善している。 

・症状が出てから10日間経過している。 

はい 

いいえ 

症状が回復した。 

学生対象 

相談・受診の結果、PCR 検査の受検が決定した。 
（別の病名の診断が下される等、PCR 検査の受検が不要

と診断された場合は「いいえ」に進んでください。） 

以下のいずれかに該当する。 
１．息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合 

２．重症化しやすい方（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 

※高齢者をはじめ、基礎疾患（糖尿病、心不全、呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患など）など）がある方や透析を

受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方 

３．上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合（※症状が４日以上続く場合は必ず） 

・登校せず、自宅で待機してください。 
・登校後の場合は、（授業中の場合は担当教員に、ゼミの場合

は指導教員に断った上で、）速やかに帰宅してください。 
・自宅等でのオンライン授業の受講は可とします。 
・欠席する場合は、「公休」扱いとします。事前・事後は問い

ませんので、学生支援班に「公休願」を提出してください。 
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【ケース②】新型コロナウイルス感染症と診断された場合 
 
 

START 
 

PCR 検査を受検し、「新

型コロナウイルス感染

症」と診断された。 

治癒した 

「陰性」であった旨、総務人事班に連絡してください。 

【メール】soumu@office.kobe-cufs.ac.jp 

【電話】078-794-8121（平日：8:30～17:15） 

医師等の診断に従い、登校（オンライン授業含む）してくださ

い。 

感染予防対策を徹底し、「新しい生活様式」を心がけてくださ

い。（マニュアル P.5参照） 

・マスク着用 

・手洗い等の感染予防 

・通学時の感染予防 

いいえ 

はい 

 

① 総務人事班に検査結果を報告してください。 

本人からの報告が困難な場合には、保証人等から連絡をお願いします。 

【メール】soumu@office.kobe-cufs.ac.jp 

【電話】078-794-8121（平日：8:30～17:15） 

別紙「感染者等質問項目表」に入力し、メール送信してください。 

 

② 完治するまで登校禁止とします。 
（診断が確定に至らず経過観察を指示された場合も登校禁止とします。） 

※自宅や療養施設等でオンライン授業を受講する場合で、症状が比較的軽く、授業を受講できると自身

で判断した場合は、そのまま授業を受講してください。授業を受講できない場合は、総務人事班に連絡

の上、③の行動をとってください。欠席する場合は「公休」扱いとします。 

 

③ 医療機関の指示に従い、治療に専念してください。 

 

 
 

はい 

個人情報取り扱い等 

・新型コロナウイルス感染症に関する学生からの報告窓口は、事務局経営企画グループ総務人事班としますが、万が一

他の教職員が連絡を受けた場合は、詳細の情報は聞かず、総務人事班へ連絡するよう伝えてください。 

・個人情報保護の観点から、上記の情報を扱う者は必要最小限に留め、かつ情報を得た者は、その情報を他言すること

なく、取り扱いに十分注意してください。 

 

感染者が発生した場合の入構制限等（詳細は、「新型コロナウイルス感染症対応マニュアル」P.12参照） 

（１）感染した学生が発症前後に大学構内に立ち入っていない場合及び本学構成員に濃厚接触者がいない場合 

→特段の対応は不要であるが、保健所等からの指示があれば、指示内容に従い対応する。 

（２）感染した学生が発症前後に大学構内に立ち入っている場合及び本学構成員が濃厚接触者となり大学構内に立ち入

っている場合 

→保健所と相談の上、一部建物の閉鎖など必要な措置を講じる。 

（３）感染者が複数出た場合（クラスター発生の可能性がある場合等） 

→保健所と相談の上、キャンパス閉鎖など必要な措置を講じる。 

治癒し、医師よりの登校可との判断に従い、総務人事班に経過を報告してください。 

授業を欠席した場合には、「公休願」を学生支援班に提出してください。 

いいえ 

学生対象 

医療機関の指示に従い、治療に専念してください。 
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【ケース③】新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者として特定された場合 
 
 

START 
 

保健所からの連絡等によ

り濃厚接触者として特定

された。 

PCR 検査を受検し、「陽性」であった。 

※濃厚接触者の定義等は、「新型コロナウイルス感染症対応マニュアル」P.29のと

おりです。濃厚接触者にかかる対応は、原則として保健所からの指示を受けて対応す

ることになりますが、以下の場合には、感染防止の観点から適切に行動してくださ

い。 

① 同居のご家族に感染又は感染疑いの診断がなされた場合 

→登校/出勤は控え、総務人事班に報告してください。また、不要不急の外出は控

えてください。 

② 大学（総務人事班）から感染者/感染疑いのある者へ聞き取りを行った結果、上記

の内容に照らして「濃厚接触者」の疑いが高いと考えられる場合 

→総務人事班から情報提供があった場合、上記①と同様の対応をとってください。 
はい 

 
① 総務人事班に報告してください。 

本人からの報告が困難な場合には、保証人等から連絡をお願いします。 

【メール】soumu@office.kobe-cufs.ac.jp 

【電話】078-794-8121（平日：8:30～17:15） 

別紙「感染者等質問項目表」に入力し、メール送信してください。 

 

② 感染者と最後に濃厚接触した日から２週間は登校禁止とします。 

なお、オンライン授業の受講は可能です。欠席する場合は「公休」扱いとします。 

 

③ 自宅待機等、居住する自治体の衛生主管部局の指示に従ってください。  

 

 
 

はい 

個人情報取り扱い等 

・新型コロナウイルス感染症に関する学生からの報告窓口は、事務局経営企画グループ総務人事班としますが、万が一

他の教職員が連絡を受けた場合は、詳細の情報は聞かず、総務人事班へ連絡するよう伝えてください。 

・個人情報保護の観点から、上記の情報を扱う者は必要最小限に留め、かつ情報を得た者は、その情報を他言すること

なく、取り扱いに十分注意してください。 

 

濃厚接触者が発生した場合の入構制限等（詳細は、「新型コロナウイルス感染症対応マニュアル」P.15参照） 

（１）当該学生が感染者との濃厚接触後に大学構内に立ち入っていない場合及び本学構成員に濃厚接触者がいない場合 

→特段の対応は不要であるが、保健所等からの指示があれば、指示内容に従い対応する。 

（２）当該学生が感染者との濃厚接触後に大学構内に立ち入っている場合 

→保健所と相談の上、一部建物の閉鎖など必要な措置を講じる。 

（３）濃厚接触者が複数出た場合（クラスター発生の可能性がある場合等） 

→保健所と相談の上、キャンパス閉鎖など必要な措置を講じる。 

別紙「（学生②）【感染した場合】フローチャート」に従い行動してください。 

いいえ 

学生対象 

① 総務人事班（上記①）に「陰性」であった旨連絡してくださ

い。 

② 感染した方と接触した後14日間は不要不急の外出を控えるな

ど保健所や医師の指示に従ってください。 

③ 登校可となった後、「公休願」を学生支援班に提出してくだ

さい。 
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